
鍛造工／経歴32年
　伝統の刃物製法に、「割り
込み」「沸かし」という火造
りの工程があります。母体と
なる極軟鉄に刃となる硬い鋼
を挟み、約1000度に熱してた
たき、一気に接合するこの作
業が刃物の切れ味、耐久性を
大きく左右する大事な技術です。
師匠（義父）からこの技を受

け継ぎ、今では400種類の鎌を打ち分けること
ができます。
　これからも師匠の技術をしっかり守り、それ
以上の物を造る夢を持って、精進していきたい
です。

機械製図工／経歴25年

美容師／経歴39年

　機械設計の業務に携わり25
年余りになりますが、その間
のＣＡＤ（コンピュータ支援
設計）などの技術はもとより、
制御関係および生産機械の発
展に伴い、設計技術に関係す
る周りの環境の進歩も目覚ま
しいものがあります。
　設計技術者として新しい技

術を習得し、機械工業の分野と産業全体の発展
に役立つように、今回の受賞を今後の励みに、
一層の努力をしていきたいと思います。

金属加工作業工／経歴35年

山h　善博さん
（植田）

濱田　幹男さん
（外山）

北岡　光男さん
（前浜）

　ＳＥＧの前身である陵和工業
に入社以来、35年が経ちました。
その内、32年をプレス・板金部
門で従事してきました。最初は、
何も分からないことばかりで毎
日が大変でした。しかし、複雑
な形状の物など、何日も試行錯
誤をしてやっとできた時のうれ
しさは、何とも言えないものが

ありました。
　これからは、今までの経験と技術を、後輩
の指導に役立てていきたいと思います。また、
向上心や挑戦する気持ちを忘れず頑張ってい
きます。

　日常の美容室の仕事、和
装着付、化粧、日本鬘（か
つら）の結い上げと、自分
なりに努力をしてきました。
　この受賞を励みに、「職
は一生勉強」と自分の技術
の向上、そして若い美容師
さんたちの育成にもお役に
立てるよう、努めていきた
いと思います。

岩原　澄子さん
（岡豊町笠ノ川）

　昨年11月21日、永年同一職業に従事し、優れ
た技能を社会発展のために役立て、功績のあっ
た技能職者を顕彰する「平成20年度南国市技能
功労者表彰式」が、グレース浜すしで行われま
した。受賞者の皆さんを紹介します（順不同）。

技能功労者表彰技能功労者表彰

造園師／経歴27年
　父が造園業を営んでいた関
係で、昭和55年から父に師事し、
日本古来の庭園・樹木剪定な
どの造園技術を習得しました。
近年、庭園の形式も変わって
きていますが、日本古来の庭
園の伝統を守りながら、現代
庭園との融合を図った庭作り
をしていきたいと思います。

　この受賞を機に一層努力し、技能向上に努め、
日本古来の伝統を後世に伝えていく意味でも、
後継者育成に寄与していきたいと思っています。

島井　謙二さん
（左右山）
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◆公的年金からの住民税の特別徴収が始まります
　（平成21年10月支給分の年金から）
＊住民税非課税の方や、年金所得に対する住民税
　がかからない方は対象となりません。なお、年
　金以外の所得（給与、営業など）に対する住民
　税は、従来の納付方法で変更はありません。
■年金特別徴収の条件
　�65歳以上で、老齢等基礎年金の年額が18万円
　　以上
    �介護保険料が年金から特別徴収されている
    �年金支給額＞介護保険料＋健康保険料（税）　
　　＋所得税＋住民税（年金分のみ）
＊年金特別徴収に該当しなくなった場合は、後日
　変更の通知をお送りします。

◆寄付金控除制度が改正されました
　　対象の寄付金の５千円を超える部分の10％が
　「税額控除」となり、住民税の所得割から差し
　引かれます。また、『地方公共団体に対する寄
　付金の特例』が新設されました。
＊寄付金の控除対象限度額は総所得金額、退職所
　得金額および山林所得金額の合計額の30％です。

■税額控除額＝基本控除額＋特例控除額
　�基本控除額＝（控除対象寄付金額－５千円）
　　×10％
　�地方公共団体に対する寄付金の特例控除額
　　（上限は住民税所得割額の10％です）
　　＝（地方公共団体に対する寄付金－５千円）
　　×（90％－所得税の限界税率）

◆住民税住宅ローン控除の申告をお忘れなく
　　前年分の所得税で住宅借入金等特別税額控
　除（住宅ローン控除）を受けている方で、平
　成18年12月末日までに入居されている方は、
　税源移譲に係る住民税住宅ローン控除の対象
　となる場合があります。対象となる方は、申
　告書の提出をお願いします（申告書は南国市
　ホームページからも印刷できます）。

※お問い合わせは
　税務課市民税係（�８８０－６５５４）まで
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あ
な
た
の
周
り
に
認
知
症
の
人
は
い

ま
せ
ん
か
？
認
知
症
は
、
誰
に
で
も
起

こ
り
得
る
脳
の
病
気
に
よ
る
も
の
で
す
。

85
歳
以
上
で
は
４
人
に
１
人
に
そ
の
症

状
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
認
知

症
で
は
、
記
憶
障
害
や
理
解
・
判
断
力

の
障
害
が
あ
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
障
害
の
た
め
、
周
り

の
人
と
の
関
係
が
損
な
わ
れ
る
こ
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し
ば
し
ば
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ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
介

護
す
る
家
族
は
と
ま
ど
い
、
疲
れ
、
そ

の
い
ら
立
ち
な
ど
か
ら
身
体
的
暴
力
を

は
じ
め
と
す
る
虐
待
に
つ
な
が
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
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の
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忘
れ
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り
前
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て
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と
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お
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し
い
と
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め
ま
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特
に
、
認
知
症
特
有
の
「
言
わ
れ
て
も

思
い
出
せ
な
い
」
こ
と
が
続
く
と
、
多

く
の
人
が
不
安
感
を
抱
き
ま
す
。
う
つ

状
態
に
な
っ
た
り
、
周
囲
が
自
分
を
陥

れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
妄
想
的
に
な
っ

た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
症
状
が

現
れ
て
き
ま
す
。
「
自
分
は
認
知
症
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
不
安
は
、

健
康
な
時
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
る

も
の
で
し
ょ
う
。
認
知
症
の
本
人
に
症

状
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し
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し
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ら
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知
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発
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し
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も
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に
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理
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労
働
省
の
「
認
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あ
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、
「
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知
症
サ
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ー
養
成
講
座
」

を
展
開
中
で
す
。
南
国
市
で
も
こ
の
講

座
が
開
催
さ
れ
て
多
く
の
市
民
が
受
講

し
ま
し
た
。
今
後
も
開
催
さ
れ
る
と
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い
て
い
ま
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。
認
知
症
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も
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ら
せ
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く
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か
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え
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き
た
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思
い

ま
す
。
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『認知症』への理解を深めよう
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